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地福第1007 号

―審査請求人から単成膕 年l 月―腫 日

本件処分を取り消す。

主 文

審査請求の要旨

ｉ　審査請求の趣旨　　　　　　　 ’
本件処分において、審査請求人の亡夫に係る未支給恩給（失権時給与金）

皿 円の返還を命じた決始こついて不服とし、その取り消しを求めるものであ
る。

２　審査請求の理由 尚　　　　　　　　 、
’本件審査請求の理由は、次のとおりであると解される。卜
＼処分j=ﾔは、審査請求人が平成皹 年癬 月塵 日iと支給を受けた審査請求人・亡夫

Ｗ　　　--　　　　　　　■
（以 下 「亡 夫 」 とい う 。 ） に係1; 未 支 給 恩 給 （失権 時 掵与 金 ）

皿｡
円 にう い て 、

本件処分を行ったが√次の理由により本件処分により生じた債務を履行する金銭が

ないため4 本件処分は違法又は不当である。　　　　　　　　　　 ｊ
（1） 平成蹕 隼●月● 日頃、
つたこと。

亡夫の入院費等㎜ 円在支払
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(2) 暴 挙● 驫自
儀社に立て替えていた

(3) 翩 翩々丿翩ぷ
たこと。

㎜ からの亡夫の遺体搬送料を知人が葬
円を知人に返済しだこと。

に亡失の葬祭費用の一部皿 円を支払つ

(4)‾平碑晶 生晶ﾐl頃に亡夫が知人から借りていた皿 円のうち皿. 円を
同年●Jﾂj靡 日に支払った弓と．：　ト　　　　　　　 ＼‥‥‥T

（5）ｌ 成攤 ヤ

同年膕

(6) ＼平成
ｔ ■

年●

･1 鄙 に゙、皿 円を

ご ＆ 迷; ｉ

踈日む４ル・p=I
を返済すること。・　　　‥　 。‥　　　　　　一　　　　十　＼　卜

（7）平成●4 ● ●≡I、亡夫些 呷袒懸 些夢使用料皿 円を㎜ 。
収入事務受託者である に支払っていること。

・　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　 ・
（8 ） 他 に も 負 債 が あ り ヽ

現 在 はT そ の 負 債 も 返 済 不 能 と な ？ て い る こ と 。

＼　　 裁決め理由　　　　　　　+
1　 認定した事実 ．･
請求人が提出した審査請求書及び反論書並ぴに処分庁から提出された弁明癬及び
関係書類に基づき、次の事実を認定す名．．　　　　　　　　＼　　　　 一

（1） 審査必求人は、亡夫とともに平成● ●々kl ■ 付けで、処分庁に分し、亡夫
の入院及び夫の子からの援助が途絶えたことを理由に、法に･基づく保護の申請
を 行 い 、 処 分 庁 は 同 月 ● 日に 申 請 日 か ら法 によ る 保護 を行 う こと を 決 定 した こ

と 。　●･　　　･●I 
・　　・　　

｜　　　　　　.l,　　　　　　　●　`　　　｡　｡　　　　　　　　。
' ●　　　●(2) よ ヶ ごlj11 黯 ９ ご ９ よ

－il

入 院 し 、 ま た 、 年

翦

日 に 死 亡 し た 左 覦 亡 夫 の死 亡 後 は 審 査 請 求 人 の み

の 単身 世帯 で あ る こ と 。　　　　　　　　/　　　　　 ∧

(3) 保護 が適 用 と な っ た平 成 ●
年
ｌ ●

日か ら死 亡 日７ あ る
●
月
１

ま７ の間 。

亡夫 に 係 る 医 療 に つ い て は 、 処 分庁 は 医 療 扶 助 を支 給し て い る こ と。

(4? _芍皀 龝 年● 月龝 日頃ヽ 審弯請求人 の入院費等
㎜_ ． ．＿　 ＿　　　　　　 ＿

円を支払ったことを主張しているがヽ領収書勿写し等の提出がないこ
とから、その事実を確認できないこと．　　　　　　＼

（5） 平成● 笋●月● 日ヽ 審査請求人
料命知人が葬儀業者に立て替えていた

㎜ 醂らの亡夫の遺体搬送
円を知人に返済したことは審査請

求人の知人が事実を証明した返済確認書の写しにより確認`できること。
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(6)･l 皹 白、睿査 請求人 は
・

住衂 葬ｌ 蝕 の一部
－9

ｔ
－　㎜－　　－　　－　－ ・　皿　ﾐ`．　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　・

__
支払ったことを、審査請求人の知人が事実を証明した返済確認書の写しにより確

（7） 審査請永人はヽ平成ｌ 今１ 月頃に亡夫が知人から借りていた㎜ 円のう
ち､㎜Pｦl を同牟星 五塵 日に支払ったことを主張しているが匸ii雁i の写し

等の提出がないことから確認できないこと。　　　　　　　　　　　 １　　＼
（（ 審洫請求人が、平成廊 年●月iこ自宅の改修工事をj旆エし

Iﾐj ’　　　､l　　　　　　　　-I皿 ■ｉ いの釦j41 ㎜I= 怐 うち㎜ 池 平石
に,皿 円を同年驫 月齔 に:支払ったことは施工業者か審EI
｡た入金確認書の写しにより確認できること。

に提出し

梟 日から平成141 ●1 ● まyＣの間に亡夫
|のうも

・174
薯 崋●JI･ 癬 日･と、

にヽ 同邨驫 月末日から平成● ヤ●月末日まで
返済することは審査請求人の知人が事実を証明した返済確認書の

写しにより確認できること。

図　 上記(4)は(3)で認定したとおり、`亡夫が法による保護が適用になった以降は、
医療扶助支給がされていること、･また、(7)、(8)及び(9)に1ついては、審査請求人
の主張から領収書の写し等の有無に関わらず、法による保護の開始前め審査請求
人の債務であること。　　　　　　　 ‥卜

圓 単乕攤 年●月●日ヽ 亡木の遺体の火葬に係る俾用料皿 円をj㎜
の収入事務受託者である
ら提出された領収証書の写しにより確認できること。

鬪　処分庁

回　平
円及

つたことは審査請求人か

の葬祭に要する費用･に係る葬祭扶助費を支給していないこと。

月●日弖棍竺 係る未支給原給（希橲時給与金）７ある㎜

円め計皿 円が、審査請求人に支給されて6 るこ幸。　‾’
叫　処分庁の弁明書によると√処分庁は、上記闘について、「生活保護法による保
護の実施要領について」（昭和36 年４月１日付厚生省発社第123 号厚生事務次
官通知）第８の３の（2）のアの（イ･）において、年金等の収入認定に当っては、

レ 「収入を得るために必要な経費として、交通費、所得税、郵便料等有要する場合
又は受給資格の証明のためlこ必要とした費用がある場合は、その実際必要額を認

定すること。」 とされているが、該当する経費は認められないものとして、

皿 円を法第63 巣に規定･される「資力」･と認定したとと
闘 そいて，平成攤 万年鈩 ●日卜 歯査請求人が平J?鏐 年●

一　一年● ● 白までに受けた法による保護金品に相当する金額

Ｏ

φ｀

●日から平成廖

助分を除く。）のうち、処分庁が審査請求人の資力として認定した
法第63 条の規定による返還金額と決定し、同月 皹 日本件処分lとII･7;函 書を

叶



審査請求人に手渡しにより通知し本件処分を行ったこと。

２　判断　　　　　　　 フ　　 ト　 こ　　、｡
（1） 法第４条第ｉ項において、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資

産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活膏維持するために活用す
ることを要件として行われる。」とされている。　／

したがって、法第63 条によれば、法による保護を受けている者が、、「急迫の
場合等において資力があるにもかかわらず、T保護を受けたときは、保護に要す
る費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護
金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなけ

＼ればならない。」とされているところである。　 ’
(2) 法 第63 条 に よ る 返 還 額 の 決 定 に つ い て は 、｢ 生 活 保 護 問 答 集 に つ い て｣( 平

■　Ｉ　　　　　　　
。　　　　　　　　　　　　 。　・

成21 年 ３ 月31. 日 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 長 事 務 連 絡 。 以 下｢ 生 活 保 護

問 答 集j と い う 。｣ 問13-5(2) に よ れ ば 、 原 則 と し て 、 当 該 資 力 を 限 度 と し て

支 給 し た 保 護 金 品 の 全 額 を 返 還 額 と す べ き で あ る が 、 保 護 金 品 の 全 額 を 返 還 額

と す る こ と が 当 該 世 帯 の 自 立 を 著 し く 阻 害 す る と 認 や ら れ る 場 合 に つ い て は ヽ
当 該 世 帯 の 自 立 更 生 の た め の や む を 得 な い 用 途 に あ て ら れ た も(;1)で あ っ て 、 地

域 住 民 と の 均 衡 を 考 慮 し 、 社 会 通 念 上 容 認 さ れ る 程 度 と し て 実 施 機 関 が 認 め た

額 を 本 来 の 要 返 還 額 か ら 控 除 し て 返 還 額 を 決 定 す る 取 扱 い と し て 差 し 支 え な い

と さ れ て い る ○･　　　　　　　　　　　　　　　　　
／　　　　　　ll　　　｡　　　　　　　匸　　　・　　・

(3)　 そ こ で 、ﾚ本 件 処 分 に 係 る 未 支 給 恩 給( 失 権 時 給 与 金)
１

円 に つ い て 、

費 消 し た 内 容 が 、 生 活 保 護 問 答 集 問13-5(2) に 規 定 ざ れ･る 当 該 世 帯 の 自 立 更 生

の た め の や む を 得 な い 用 途 に あ て ら れ た も の で あ る か を 検 討 す る 。
。･　　　　　　　　　．　Ｉ嵋　・ ●　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・初 め に 、 生 活 保 護 問 答 集 問8 －95 に よ れ ば 、 法 によ る 保 護 開 始 前 の 債 務 に 対

す る 弁 済 金 を 収 入 か ら 控 除 す る こ｡と は 認 め ら れ な い と さ れ て い るj。 そ の 理 由 と

し て ヽ も し そ の よ う な 措 置 を 認 め る な ら ば 、･保 護 を 受 け る 以 前 に お け る 個 々 人

に よ っ て 異 な る 程 度 に 営 ま れ て き た 生 活 ま で も 、 法 に よ っ て 保 障 す る こ と と な

り 、 保 護 を 要 す る 状 態 に 立 ち 至 っ た と き か ら 将 来 に 向 か っ て そ の 最 低 限 度 の 生

活 の 維 持 を 保 障 せ ん と す る 法 の 目 的 か ら 著 し く 逸 脱 す る こ と に な る か ら で あ るJ

本 れ に 照 ら す と 、 審 査 請 求 人 が 支 払 っ た 上 記｢ 審 査 膕 求 の 要 旨｣ 中 の ２ の(1)' 、

(4) 、(5) 及 び(6) の 費 用 に つ い で は 、 上 記 １ 鬨 セ 認 定 し た と お り 、 保 護 瞑|始 前 の 債

務 で あ る｡こ と か ら 、 処 分 庁 が 認 定 し た 資 力 か ら 当 該 世 帯 の 自 立 更 生 の た め の や

む を 得 な い 用 途 に あ て ら れ た も の と し て 、 控 除 す る こ と は 認 め ら れ な い 。 ・

(4) よ っ て 、 上 記｢ 審 査 請 求 の 要 旨｣ 中 の ２ の(2) 、(3) 及 び(7) の 債 務 に つ い て の み

検 討 す る こ と と す る 。

さ て 、 上 記｢ 裁 決 の 理 由｣ 中 の ２ の(2) 中 の'｢ 世 帯 の 自 立 更 生 の た め の や む を

ﾐ吋



得ない用 途」 とは、 「生活保護法によ る保護の実施貧領の取扱いについて」 （昭

和38 年 ４月 １日社保第34 号厚生省 社会局保 護課長通知）問第８の40 の 「自立

更 生のため の用途に供される額の認定 基準」 （以 下「認定基準」という。） にお
いて示 され てい る。

認定 基準は √貸付資金、 自立更 生のため の恵与 金、災 害等による補償金、保険
■　・　”　　　　　　　　　　　●　　　　　　’金若しく は見 舞 金、処分庁 の指導指示 によ る資産 の売却収入又は死亡 による保険

金 等 の収入 の 認定 に係る基準ではあ るが 、r 自 立更生 のた めのや むを得ない用

途」･を検討 する 場合においてもレ 認定 基準に準じて判断することから、本審査請

求にお いても 認定 基準に準じて検 討する。　　　　　　　　　　　 ‥‥　‥‥｡｡･　　　　　－　
¶ ●　　　　　　｡　　　　　　　　・　　　　丶-･　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ認定 基準（2）の キに 「当該経費が弔 意にあ て られる場合 は、公害 健康被害の 補

償等に関す る法 律 （昭和48 年法律第111 号。以下 ’「公 健法」という。）による葬

祭 料の額」 とい･う基準があ り、上記 「審査請 求の要旨」 中の2<D(2) 、（3）及び（7）

の 債務は、 １の（5）、（6）及び（11）にお い て 認定 した事実 のとお り、亡夫 の葬祭の

た めに支 出し たも のであり。弔意にあて られたものであ ると認 められる とともに、

当該経費 の合 計は、
㎜

円と公 健婢による 葬祭料の額651,000 円以内であり
、ヽ・

社会通念上容 認 される程度であると思 料される。二　 、　　　･
¶　　　　・　　－　・まだ、 当該 経 費は、 法による 葬祭 扶助 の支 給対象となる点 にお いて も、 世帯

の自立更 生のた めのや む得ない用途 にあて られた 経費で ある と認められる。

した がって 、 本 件処分に当たり、 当該 葬祭 に係る 費用 を返 還額か ら、 自立更

生 のた めのや むを得ない用途にあて られだ ものとして、控除しなか つた ことは、

本件処分 が不当で あると認められる ものである。

３　結論　　　　　 レ　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　 Ｊ　　　　　ご
本審査請求には理由があると認められるため、行政不服審査法（昭和37 し年法律

第160 号）第40 条第３項の規定に基づき、主文のとおり裁決する。

平成24 年β月30 日

岩手県知事 達増

付記１　この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌

日から起算して30 日以内に、厚生労働大臣に対して書面をもって再審査請求

’をすることができます。（なお、この裁決があったこと老知った日の翌日から

バ



起算して30 日以内であっても、この裁決があった日の翌日から起算して ］j年
を経過すると再審査請求をすることができなくなります。）　　 ▽

２卜 この裁決については、ごの裁決があったことを知った日の翌日から起算して
６か月以内に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、知事となり

ます。）、 この裁決の取消しの訴えを提起することができます。･（なお、こ
の裁決があったごとを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ
の裁決があった日の翌日から起算してｉ年を経過すると、裁決の取消しの訴え
を提起することができなくなります。）
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